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表紙

（証券コード　2492）

2026年３月６日

株 主 各 位 （電子提供措置の開始日）2026年３月３日

東京都港区海岸一丁目２番３号

株 式 会 社 イ ン フ ォ マ ー ト
代表取締役社長 木 村  慎

【当社ウェブサイト】
https://corp.infomart.co.jp/ir/stockholder/stockholder_meeting/
（上記ウェブサイトにアクセスいただき、「第28期定時株主総会招集
通知」を選択いただき、ご確認ください。）

【株主総会資料掲載ウェブサイト】
https://d.sokai.jp/2492/teiji/

【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show
（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社

第28期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
　さて、当社第28期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申
し上げます。

　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提
供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各
ウェブサイトに掲載しておりますので、いずれかのウェブサイトにアクセスの
上、ご確認くださいますようお願い申し上げます。

名）」に「インフォマート」又は「コード」に当社証券コード「2492」を入力・
検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にあ
る「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。）

　なお、当日ご出席されない場合は、後掲のインターネット等又は書面（郵送）
によって議決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類
をご検討の上、2026年３月24日（火曜日）午後６時（郵送必着・インターネット
入力締切）までに議決権を行使してくださいますようお願い申し上げます。

                                                                   敬具
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表紙

 株主総会運営についてのご案内
・オンライン配信内では、発話者の発言を音声認識によりリアルタイムで字幕　　　　

表示いたします。
・車いす等でご来場の株主様には、会場内に専用スペースを設けております。
・ユニバーサルトイレは株主総会会場５階にございます。
・ご要望に応じて、車いすのサポート、席やお手洗いへの誘導、受付の筆談サ
ポート等お手伝いさせていただきますので、お気軽にお声がけください。

記

１. 日　時 2026年３月25日（水曜日）午前10時

２. 場　所 東京都港区浜松町二丁目３番１号
日本生命浜松町クレアタワー　５階
浜松町コンベンションホール「メインホールA」

３. 目　的　事　項
　  報　告　事　項 １.第28期（2025年１月１日から2025年12月31日

　 まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査
　 人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の
　 件
２.第28期（2025年１月１日から2025年12月31日
　 まで）計算書類報告の件

決　議　事　項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役９名選任の件
第３号議案 監査役の金銭報酬上限額改定の件

４. 招集にあたっての決定事項（議決権行使についてのご案内）
　　　代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の
　　　方１名を代理人として株主総会にご出席いただけます。ただし、
　　　代理権を証明する書面のご提出が必要となりますのでご了承ください。

以上
------------------------------------------------------------------------
◎当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださ
いますようお願い申し上げます。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の各ウェブ
サイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。

◎書面交付請求をいただいた株主様には、電子提供措置事項を記載した書面をあ
わせてお送りいたします。

◎本総会ご出席者へのお土産はご用意しておりません。何卒ご理解くださいます
ようお願い申し上げます。
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議決権行使についてのご案内

株主総会にご出席される場合

議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

日 時

　
2026年３月25日（水曜日）午前10時（受付開始：午前９時）

書面（郵送）で議決権を行使される場合

議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示の上、切手を貼らずに

ご投函ください。書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決

権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表

示があったものとしてお取り扱いいたします。

行使期限

　
2026年３月24日（火曜日）午後６時到着分まで

インターネット等で議決権を行使される場合

パ ソ コ ン 又 は ス マ ー ト フ ォ ン か ら 議 決 権 行 使 サ イ ト

（https://evote.tr.mufg.jp/）にアクセスし、議決権行使書用紙に記載

された「ログインID」及び「仮パスワード」をご入力いただき、画面の案

内に従って賛否をご入力ください。

行使期限

　
2026年３月24日（火曜日）午後６時入力完了分まで

議決権行使についてのご案内

議決権は、以下の３つの方法により行使いただくことができます。

※ 書面（郵送）とインターネット等により重複して議決権を行使された場合は、インターネット

等による議決権行使の内容を有効として取扱わせていただきます。

※ インターネット等により複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を

有効とさせていただきます。
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議決権行使についてのご案内

インターネット等による議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法
ログインID・仮パスワードを

入力する方法

議決権行使書用紙に記載のログイン
ID、仮パスワードを入力することな
く、議決権行使サイトにログインする
ことができます。

議決権行使

ウェブサイト
https://evote.tr.mufg.jp/

　

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってく

ださい。
1

※‌�「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード
ログインID

仮パスワード

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード
ログインID

仮パスワード
見 本

見 本

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。3

※操作画面はイメージです。

議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パス

ワード」を入力しクリックしてください。
2

「ログインID・
仮パスワード」
を入力

「ログイン」を
クリック

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォンの操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部　ヘルプデスク

0120－173－027
（通話料無料／受付時間 ９：00～21：00）

機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プ
ラットフォームをご利用いただくことが可能です。
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株主総会ライブ配信・事前質問についてのご案内

～株主総会ライブ配信・事前質問についてのご案内～

➢ 株主総会当日にご自宅等からでも株主総会の様子をご視聴いただけるようイ

ンターネットによるライブ配信を行います。

➢ 株主総会の開催に先立ちまして、事前に本株主総会の目的事項に関するご質

問をお受けいたします。

　株主総会ライブ配信・事前質問につきましては、株主総会オンラインサイト

「Engagement Portal」をご利用いただきますようお願い申し上げます。

※本サイトの公開期間は、本招集通知到着時～2026年３月25日となります。

１. 株主総会ライブ配信日時

2026年３月25日（水曜日）午前10時～株主総会終了時刻まで

※当日ライブ視聴画面は、開始時間30分前頃よりアクセス可能となります。

※やむを得ない事情によりライブ配信が実施できなくなった場合には、当社ホームページ等

によりお知らせいたします。

２. 事前質問の受付期間

本招集通知到着時～2026年３月19日（木曜日）午前0時まで
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株主総会ライブ配信・事前質問についてのご案内

３. 株主総会オンラインサイト「Engagement Portal」のログイン方法

　本招集通知の議決権行使書用紙裏面をご参照の上、ご使用の端末によって以

下のいずれかの方法でログインしてください。

※本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙を紛失された場合、招集通知９頁記

載の【本サイトに関するお問い合わせ】にて再発行のご依頼を承ります。ただし、株主

総会開催日の約１週間前を経過した場合等、お問い合わせをいただきましたタイミング

によっては再発行をお受けできない場合がございますのでご了承ください。

(1) QRコードの読み取りによりログインする場合（スマートフォン・タブレッ

ト等）

　議決権行使書用紙裏面に印字されたQRコードをスマートフォン等で読み取

ってください。

　「ログインID」と「パスワード」の入力を省略してログインいただくこと

が可能です。

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

読み取り
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株主総会ライブ配信・事前質問についてのご案内

URL：https://engagement-portal.tr.mufg.jp/

(2) 個別のログインID・パスワードによりログインする場合（パソコン等）

① 以下のURLにアクセスしていただき、議決権行使書用紙裏面に記載のロ

グインIDとパスワードを入力してください。

② 利用規約をご確認の上、「利用規約に同意する」にチェックしてくださ

い。

③ 「ログイン」ボタンをクリックしてください。

①

②

③

ログインIDと
パスワードを入力
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株主総会ライブ配信・事前質問についてのご案内

４. 株主総会ライブ配信の視聴について

　株主総会オンラインサイト「Engagement Portal」にログイン後、以下の手

順でご利用ください。

① ログイン後の画面に表示されている「当日ライブ視聴」ボタンをクリック

してください。

② 当日ライブ視聴等に関する利用規約をご確認の上、「利用規約に同意す

る」にチェックし、「視聴する」ボタンをクリックしてください。

【インターネット参加にかかるご留意事項】

✓ インターネット参加によりライブ配信をご視聴いただくことは、会社法

上、株主総会への出席とは認められません。そのため、株主総会におい

て株主様に認められている質問、議決権行使や動議の提出について、イ

ンターネット参加により行うことはできません。

✓ 議決権行使は行使期限にご留意いただき、議決権行使書の郵送や別途ご

案内しているインターネット投票、又は委任状等で代理権を授与する代

理人による当日のご出席をお願い申し上げます。

✓ 当日の会場撮影は、ご出席株主様のプライバシーに配慮し、議長席及び

役員席付近のみといたしますが、やむを得ずご出席株主様が映り込んで

しまう場合がございます。あらかじめご了承ください。

✓ インターネットからの株主総会へのご参加は、株主様本人のみに限定さ

せていただき、他の方のご視聴はご遠慮いただきますようお願い申し上

げます。

✓ ご使用の端末（機種、性能等）やインターネットの通信環境（回線状

況、通信速度等）により、映像や音声に不具合が生じる場合がございま

すのであらかじめご了承ください。

✓ SNSへの公開等、本株主総会のライブ配信映像の二次利用は、固くお断

りさせていただきます。

✓ ご視聴いただくための通信料金等は、各株主様のご負担となります。
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株主総会ライブ配信・事前質問についてのご案内

５. 事前質問について

　株主総会オンラインサイト「Engagement Portal」にログイン後、以下の手

順でご利用ください。

① ログイン後の画面に表示されている「事前質問」ボタンをクリックしてく

ださい。

② ご質問カテゴリを選択し、ご質問内容等を入力した後、利用規約をご確認

の上、「利用規約に同意する」にチェックし「確認画面へ」ボタンをクリ

ックしてください。

③ ご入力内容をご確認後、「送信」ボタンをクリックしてください。

【事前質問にかかるご留意事項】

✓ ご質問は本株主総会の目的事項に関わる内容に限らせていただきます。

✓ ご質問は400文字以内でお願い申し上げます。

✓ いただきましたご質問のうち、株主様のご関心が高いと思われるものに

ついては、本株主総会当日に回答させていただきます。

✓ 事前質問の全てに回答することをお約束するものではございません。ま

た、個別の対応はいたしかねますので併せてご了承ください。

✓ ご利用いただくための通信料金等は、各株主様のご負担となります。

≪推奨環境≫

　株主総会オンラインサイト「Engagement Portal」の推奨環境は、以下のURLへ

アクセスしていただきご確認ください。

https://www.tr.mufg.jp/daikou/pdf/faq.pdf

【本サイトに関するお問い合わせ】

TEL　0120-676-808（通話料無料）

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部

（土日祝日等を除く平日９時～17時、ただし、株主総会当日は９時～株主総会終了まで）
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事業の経過及びその成果、対処すべき課題

（2025年１月１日から
2025年12月31日まで）

事　 業　 報　 告

１. 企業集団の現況に関する事項

(1) 事業の経過及びその成果

当連結会計年度（2025年１月１日～12月31日）における我が国の経済

は、米国の経済政策の急激な変更等により、企業を取り巻く環境は先行き

不透明感が強まっているものの、高水準が続く国内企業の収益が賃上げや

設備投資の増加を牽引し、内需を中心に緩やかな回復基調が続く動きとな

りました。

当社グループが主に事業を展開する国内のBtoB（企業間電子商取引）-

EC市場規模は前年比10.6％増の514.4兆円、その他サービスを除いた商取

引に対する電子商取引の割合であるEC化率が前年比3.1ポイント増の

43.1％となりました（経済産業省「令和６年度電子商取引に関する市場調

査報告書」）。

このような環境下において、当社グループは中期経営方針である、「本

業（BtoBプラットフォーム）の強化」、「増収増益基調の継続、高収益性

への回帰」及び「出資先のシナジー拡大＆収益化」に取り組みました。そ

の結果、BtoBプラットフォームの各サービスの利用企業数は順調に拡大

し、当連結会計年度末（2025年12月末）の「BtoBプラットフォーム」全体

の企業数（注１）は、前連結会計年度末比101,870社増の1,251,169社、全

体の事業所数は、前連結会計年度末比205,149事業所増の2,339,162事業所

となり、当連結会計年度の売上高は、18,817百万円と前年度比3,186百万

円（20.4％）の増加となりました。

売上原価は、2024年９月にサーバーのクラウド移行を実施したことによ

り、データセンター費が大幅に減少しました。

販売費及び一般管理費は、事業拡大に必要な営業及び営業サポート人員

の補強による人件費の増加及び、利用企業数増加に向けた販売促進費等が

増加しました。また、株式会社タノムの子会社化に伴うのれん償却費が増

加しました。

利益面は、売上総利益の増加が販売費及び一般管理費の増加を吸収し、

営業利益は、2,863百万円と前年度比1,663百万円（138.6％）の増加、経

常利益は、2,836百万円と前年度比1,648百万円（138.9％）の増加、親会

社株主に帰属する当期純利益は、1,922百万円と前年度比1,267百万円

（193.3％）の増加となりました。

（注１）「BtoBプラットフォーム」全体の企業数とは、「BtoBプラットフォーム」に登

録された有料及び無料で利用する企業数のうち重複企業を除いた企業数であ

ります。
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事業の経過及びその成果、対処すべき課題

セグメント別の業績は、次のとおりであります。

① BtoB-PF FOOD事業

「BtoBプラットフォーム 受発注」は、フードサービス業界における管

理システムのクラウド化を求める企業（外食チェーン、ホテル、旅館、給

食等）とその事業所の利用が増加し、当連結会計年度末の買い手企業数は

4,311社（前連結会計年度末比207社増）、売り手企業数は48,106社（同

1,973社増）となりました（注２）。「TANOMU」（食品卸企業と外食個店

間のデジタル化を推進）は、営業活動を強化したことにより利用が拡大

し、「BtoBプラットフォーム 受発注ライト」及び「TANOMU」の当連結会

計年度末の受注卸売企業数は1,535社（前連結会計年度末比372社増）とな

りました（注２）。

「BtoBプラットフォーム 規格書」の当連結会計年度末の買い手機能は

1,062社（前連結会計年度末比48社増）、卸機能は706社（同１社増）、メ

ーカー機能は9,051社（同127社増）となりました（注２）。

以上の結果、当連結会計年度の「BtoB-PF FOOD事業」の売上高は、利用

企業数の増加に加え「BtoBプラットフォーム 受発注」の2024年８月の料

金改定によりシステム使用料が増加し、11,930百万円と前年度比1,981百

万円（19.9％）の増加となりました。営業利益は、売上高の増加及びデー

タセンター費の低減等による売上総利益の増加が株式会社タノムの子会社

化に伴うのれん償却費の増加を吸収し、2,757百万円と前年度比812百万円

（41.8％）の増加となりました。

② BtoB-PF ES事業

　「BtoBプラットフォーム 請求書」は、インボイス制度開始後も大手企

業とそのグループ企業を中心に新規導入が進み、受取モデル・発行モデル

の利用企業数が増加し、当連結会計年度末の「BtoBプラットフォーム 請

求書」の企業数は1,242,776社（前連結会計年度末比102,016社増）（注

２）、その内数である受取側契約企業数は8,837社（同1,273社増）、発行

側契約企業数は6,353社（同1,038社増）、合計で15,190社（同2,311社

増）となりました（注２）。また、既存の利用企業においては、取引先の

多い大手企業を中心に「BtoBプラットフォーム 請求書」の稼働（請求書

のデジタル化）も堅調に進みました。「BtoBプラットフォーム TRADE」

（見積から発注・請求までをクラウド管理するDXプラットフォーム）の営

業活動を強化したことにより利用が拡大し、当連結会計期間末の有料企業

数は448社(前連結会計年度末比177社増)となりました（注２）。

　「BtoBプラットフォーム 商談」は、外食等の利用が継続的に増加し、

当連結会計年度末の買い手企業数は8,351社（同199社増）、売り手企業数

は1,372社（同79社減）となりました（注２）。
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事業の経過及びその成果、対処すべき課題

以上の結果、当連結会計年度の「BtoB-PF ES事業」の売上高は利用企業

数の増加に加え「BtoBプラットフォーム 請求書」の４月からの料金改定

によりシステム使用料が増加し、6,886百万円と前年度比1,204百万円

（21.2％）の増加となりました。営業利益は、売上高の増加による売上総

利益の増加が販売費及び一般管理費の増加を吸収し、106百万円（前年度

は営業損失746百万円）と黒字になりました。

（注２）セグメント別の企業数は、システムを利用する企業数の全体数を表示しており

ます。

(2) 対処すべき課題

当社グループは、「BtoBプラットフォーム」で、取引関係のある企業と

企業を、社内を、ビジネスパーソンをつないで結び、会社経営、ビジネス

スタイルを大きく変えるシステムを提供いたします。そして、企業や人が

中心となり自然に業界の垣根を越え、国の垣根を越え、世界に広がるシス

テム、事業を構築し、グローバルなBtoBプラットフォーム企業を目指して

まいります。

また、中期経営方針である「本業（BtoBプラットフォーム）の強化」、

「増収増益基調の継続、高収益性への回帰」、「出資先のシナジー拡大＆

収益化」に取り組み、長期的視野に基づいた中期業績目標として、2026年

12月期に売上高200億円突破、営業利益50億円を目指してまいりました。

現中期経営計画の最終年度である次連結会計年度（2026年１月１日～12

月31日）におきましては、売上成長の継続、データセンター費用の最適化

による売上原価の増加の抑制、及び販管費の効率的な運用に努めます。こ

れらを通じて、中期業績目標の確実な達成に向け邁進してまいります。

　「BtoB-PF FOOD事業」の「BtoBプラットフォーム 受発注」は、フード

業界の幅広い業態において買い手企業の新規獲得の推進及び「TANOMU」を

活用した、外食個店と食品卸企業間のデジタル化を推進してまいります。

また、「V-Manage」（飲食店舗オペレーション管理アプリ）や「発注書

AI-OCR(invox)」（FAX受注電子化サービス）の拡販に取り組みます。

　「BtoB-PF ES事業」の「BtoBプラットフォーム 請求書」は、当社の強

みである大手企業を中心とした新規利用企業数の増加及び、取引先の多い

既存大手企業とそのグループ企業の利用を加速させ、高成長を維持してま

いります。また、新プロダクトの「BtoBプラットフォーム TRADE」（見積

から発注・請求までをクラウド管理するDXプラットフォーム）の推進に取

り組みます。

　以上の課題を当社グループ一丸となって取り組んで行くことで、更なる

事業の発展に努めてまいりますので、株主の皆様におかれましては、格別

のご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
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設備投資等の状況

(3) 設備投資等の状況

　当連結会計年度における設備投資の総額は2,128百万円であります。そ

の主な内容は、BtoBプラットフォーム開発費2,080百万円であります。

(4) 資金調達の状況

　当連結会計年度中に、グループの所要資金として、金融機関より短期借

入金として1,000百万円の調達を実施しました。

　その他の増資、社債発行等による資金調達は行っておりません。

(5) 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況

　該当事項はありません。

(6) 他の会社の事業の譲受けの状況

　該当事項はありません。

(7) 吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の

状況

　該当事項はありません。

(8) 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況

　当社は、2025年３月31日付で、子会社である株式会社タノムの株式を追

加取得いたしました。
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財産及び損益の状況の推移

区 分
第　25　期 第　26　期 第　27　期

第　28　期
(当連結会計年度)

2022年12月期 2023年12月期 2024年12月期 2025年12月期

売 上 高 (百万円) 11,004 13,363 15,630 18,817

経 常 利 益 (百万円) 465 632 1,187 2,836

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

(百万円) 286 298 655 1,922

１ 株 当 た り
当 期 純 利 益

（円） 1.25 1.31 2.90 8.49

総 資 産 (百万円) 13,703 13,544 14,842 18,172

純 資 産 (百万円) 11,422 10,634 11,079 12,180

１ 株 当 た り
純 資 産 額

(円) 49.59 46.66 48.23 53.64

区 分
第　25　期 第　26　期 第　27　期

第　28　期
( 当 事 業 年 度 )

2022年12月期 2023年12月期 2024年12月期 2025年12月期

売 上 高 (百万円) 11,060 13,396 15,549 18,663

経 常 利 益 (百万円) 537 830 1,400 3,360

当 期 純 利 益 (百万円) 318 197 786 2,462

１ 株 当 た り
当 期 純 利 益

（円） 1.39 0.87 3.48 10.88

総 資 産 (百万円) 13,784 13,444 14,788 18,807

純 資 産 (百万円) 11,504 10,533 11,065 12,832

１ 株 当 た り
純 資 産 額

(円) 50.32 46.56 48.90 56.69

(9) 財産及び損益の状況の推移

① 企業集団の財産及び損益の状況の推移

（注）１. １株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式総数により算出しております。

２. １株当たり純資産額は、期末発行済株式総数により算出しております。

３. 売上高、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益、総資産、純資産の金額は百

万円未満を切り捨てて、１株当たり当期純利益、１株当たり純資産額は、銭未満を

四捨五入して表示しております。

② 当社の財産及び損益の状況の推移

（注）１. １株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式総数により算出しております。

２. １株当たり純資産額は、期末発行済株式総数により算出しております。

３. 売上高、経常利益、当期純利益、総資産、純資産の金額は百万円未満を切り捨て

て、１株当たり当期純利益、１株当たり純資産額は、銭未満を四捨五入して表示し

ております。
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重要な親会社及び子会社の状況、主要な事業内容、主要な事業所

会社名 資本金
当社の

議決権比率
主要な事業内容

株式会社Restartz 100百万円 55.0%
店舗運営プラットフォームアプ
リの開発

株式会社タノム 100百万円 97.0% WEB サービスの運営・開発事業

(10) 重要な親会社及び子会社の状況

① 親会社の状況

　該当事項はありません。

② 子会社の状況

(注)当社は、2025年３月31日付にて、株式会社タノムの株式を追加取得しております。

事業区分 主要サービス

BtoB-PF FOOD事業 日々の受発注業務を効率化する「BtoBプラットフォーム 受発注」の提

供、食品卸企業と外食個店間のデジタル化を推進する「BtoBプラットフ

ォーム 受発注ライト」「TANOMU」の提供、および食の安心・安全の仕

組みづくりを推進する「BtoBプラットフォーム 規格書」の提供

BtoB-PF ES事業 企業間の請求書をデジタル化し、ペーパーレスを実現する「BtoBプラッ

トフォーム 請求書」の提供、見積から発注・請求までをクラウド管理

する「BtoBプラットフォーム TRADE」の提供、および購買・営業ツール

として商談業務を効率化する「BtoBプラットフォーム 商談」の提供

(11) 主要な事業内容（2025年12月31日現在）

(12) 主要な事業所（2025年12月31日現在）

本社　　　　　　：東京都港区

札幌営業所　　　：北海道札幌市中央区

名古屋営業所　　：愛知県名古屋市中区

西日本営業所　　：大阪府大阪市淀川区

福岡営業所　　　：福岡県福岡市博多区

沖縄営業所　　　：沖縄県那覇市

三軒茶屋ラボ　　：東京都世田谷区
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重要な借入先、従業員の状況

借　入　先 借　入　額

株式会社三井住友銀行 1,500百万円

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 570百万円

株式会社りそな銀行 120百万円

株式会社みずほ銀行 80百万円

(13) 主要な借入先の状況（2025年12月31日現在）

事業区分 従業員数 前連結会計年度末比増減

BtoB-PF FOOD事業 243名 13名増

BtoB-PF ES事業 189名 24名増

全社（共通） 424名 103名増

合計 856名 140名増

従 業 員 数
前事業年度末比

増減
平 均 年 齢 平均勤続年数

828名 137名増 36.6歳 5.77年

(14) 従業員の状況（2025年12月31日現在）

① 企業集団の従業員の状況

（注）１. 上記人員には、役員、パートタイマー、アルバイト及び派遣社員は含まれて

おりません。

２. 全社（共通）は、特定の事業に区分できない管理部門等に所属している従業

員であります。

② 当社の従業員の状況

(注）１. 上記人員には、役員、パートタイマー、アルバイト及び派遣社員は含まれて

おりません。

２. 従業員数の増加は、業容拡大に伴う採用であります。

(15) その他企業集団の現況に関する重要な事項

　該当事項はありません。
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会社の株式に関する事項、会社の新株予約権等に関する事項

(1) 発行可能株式総数 　721,408,000株

(2) 発行済株式の総数（注） 　259,431,200株（自己株式33,049,536株を含む）

(3) 株　 　主　 　数 18,920名

(4) 大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数
持 株
比 率

T H E  S F P  V A L U E  R E A L I Z A T I O N
M A S T E R  F U N D  L T D .

47,884,400株 21.2%

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 29,572,900株 13.1%

米 多 比 　   昌  治 12,796,000株 5.7%

J P  M O R G A N  C H A S E  B A N K  3 8 5 6 4 2 9,717,027株 4.3%

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 8,471,489株 3.7%

藤 田  尚 武 6,836,218株 3.0%

株 式 会 社 三 菱 U F J 銀 行 6,400,000株 2.8%

株 式 会 社 ジ ェ フ グ ル メ カ ー ド 6,400,000株 2.8%

T H E  B A N K  O F  N E W  Y O R K  M E L L O N  1 4 0 0 5 1 5,918,225株 2.6%

B N Y M  A S  A G T / C L T S  1 0  P E R C E N T 5,298,900株 2.3%

株 式 数 交 付 対 象 者 数

取締役（社外取締役を除く） 60,000株 5名

社外取締役 － －

監査役 － －

２. 会社の株式に関する事項（2025年12月31日現在）

（注）１. 当社は、自己株式を33,049,536株保有しておりますが、上記大株主からは除外して

おります。

２. 持株比率は自己株式(33,049,536株)を控除して計算しております。

(5) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況

（注）当社の株式報酬の内容につきましては、「４.(4)取締役の個人別の報酬等の内容に係る

決定に関する方針」に記載しております。

３. 会社の新株予約権等に関する事項

　該当事項はありません。
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会社役員に関する事項

地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代表取締役社長 中 島 　 健 株式会社ジェフグルメカード　社外取締役

代表取締役副社長 木 村 　 慎 株式会社invox　社外取締役

取 締 役 副 社 長 藤 田 尚 武

取 締 役 長 尾 　 收
株式会社タノム　取締役
株式会社QDレーザ　取締役

取 締 役 村 上 　 肇

取 締 役 加 藤 一 隆
一般社団法人日本フードサービス協会　顧問
株式会社ジェフグルメカード　取締役会長

取 締 役 岡 橋 輝 和
株式会社マーキュリアホールディングス　社外取締役
山九株式会社　顧問

取 締 役 兼 川 真 紀
インテグラル法律事務所　パートナー
内閣府政府広報事業評価基準等検討委員

取 締 役 李 　 成 一

株式会社エル・ティー・エス　取締役副社長執行役員
株式会社ワクト　取締役
株式会社エル・ティー・エス リンク　取締役
株式会社エル・ティー・エス ソフトウェアテクノロジ
ー　取締役
株式会社日比谷コンピュータシステム　取締役
株式会社日比谷リソースプランニング　取締役
株式会社 Me-Lab Japan　取締役

常 勤 監 査 役 宮 澤 　 等 株式会社タノム　監査役

監 査 役 瀧 野 良 夫 日本カルミック株式会社　顧問

監 査 役 矢 部 芳 一 大黒屋ホールディングス株式会社　監査役

４. 会社役員に関する事項

(1) 取締役及び監査役の状況（2025年12月31日現在）

(注）１. 取締役のうち加藤 一隆氏、岡橋 輝和氏、兼川 真紀氏及び李 成一氏は、社外取締役

　　であります。

２. 監査役のうち瀧野 良夫氏及び矢部 芳一氏は、社外監査役であります。

３. 当社は株式会社東京証券取引所に対し、取締役 加藤 一隆氏、岡橋 輝和氏、兼川 真

　　紀氏、李 成一氏、監査役 瀧野 良夫氏、矢部 芳一氏の６名の社外役員を独立役員と

　　して届け出ております。

４. 監査役 宮澤 等氏は、過去に当社の経理業務を長年にわたり担当していたことがあ

　　り、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。

５. 監査役 矢部 芳一氏は、金融機関での長年の業務経験があり、財務及び会計に関する

　　相当程度の知見を有するものであります。

６. 2026年１月１日付で、中島 健氏は代表取締役社長から取締役に就任いたしました。

７. 2026年１月１日付で、木村 慎氏は代表取締役副社長から代表取締役社長に就任いたし

　　ました。

８. 2026年１月１日付で、藤田 尚武氏は取締役副社長から取締役に就任いたしました。

９. 2026年１月１日付で、村上 肇氏は取締役から取締役副社長に就任いたしました。
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(2) 責任限定契約の内容の概要

当社と各社外取締役並びに各社外監査役は、会社法第427条第１項の規定

に基づき、責任限定契約を締結しております。その責任限定契約の内容の概

要は、次のとおりであります。

社外役員が任務を怠ったことにより当社に損害を与えた場合は、社外役員

がその職務を行うにあたり、善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第

425条第１項に定める最低責任限度額を限度として当社に対し損害賠償責任

を負う。

(3) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

　当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を

保険会社との間で締結し、当社の取締役及び監査役全員の被保険者が判決又

は裁定により負担することになる損害賠償金額及び訴訟費用等の損害、並び

に当社が被保険者に対して補償する又は補償する義務を負う損害及びその他

訴訟等に係る調査費用等を当該保険契約により塡補することとしておりま

す。保険料は特約部分も含め会社負担としており、被保険者の実質的な保険

料負担はありません。なお、保険会社が保険金支払いの対象としない一定の

免責事由の定めのほか、一定額に至らない損害については塡補の対象として

おりません。

(4) 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針

当社は、2021年２月15日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬

等の内容にかかる決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際し

ては、予め決議する内容について指名報酬委員会へ諮問し、答申を受けてお

ります。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等につ

いて、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針

と整合していることや、指名報酬委員会からの答申が尊重されていることを

確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。

取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりで

す。
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① 基本方針

当社の取締役報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブと

して十分に機能する報酬体系とすること、そして個々の取締役の報酬の決

定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としてお

ります。具体的には、取締役（社外取締役を除く）の報酬は、月例の確定

額報酬等に加えて譲渡制限付株式報酬を支給することにより、中長期的な

企業価値の向上と適切な経営戦略の策定・開示を促進することを図ってお

ります。現在、業績連動の仕組みは導入しておりません。社外取締役につ

いては、監督機能を担うことに鑑み、確定額報酬等のみを支給しておりま

す。また、取締役報酬の内容の決定に関する権限の適切な行使のための措

置として、手続の公正性・透明性・客観性を強化するため、取締役会の任

意の諮問機関として指名報酬委員会を設置しており、指名報酬委員会で

は、取締役の報酬に関する事項の審議と、適切な報酬水準であるかの判断

を行い、その結果を取締役会に答申しております。

② 取締役の個人別の確定額報酬等の内容についての決定に関する方針

取締役の個人別の確定報酬額等については、外部調査機関による役員報

酬の調査結果等を参考とした国内外の類似業種又は同等規模の他企業との

比較、及び当社の中長期経営計画を勘案し、指名報酬委員会の答申を踏ま

えた上で、株主総会において承認された総額の範囲内において取締役会に

て決定することを基本方針としております。

③ 取締役の個人別の非金銭報酬等の内容についての決定に関する方針

個人別の非金銭報酬等として譲渡制限付株式報酬を支給することとし、

確定報酬額等の年額の10～30％相当を、原則として毎年４月に付与してお

ります。譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権とし、外

部調査機関による役員報酬の調査結果等を参考とした国内外の類似業種又

は同等規模の他企業との比較、及び当社の中長期経営計画を勘案し、指名

報酬委員会の答申を踏まえた上で、株主総会において承認された総額の範

囲内において取締役会にて決定することを基本方針としております。譲渡

制限付株式報酬の譲渡制限は、譲渡制限期間中継続して当社の取締役会が

予め定める地位にあったことを条件として、譲渡制限期間満了時点をもっ

て解除いたします。ただし、任期満了、死亡その他の正当な理由により、

譲渡制限期間満了前に退任した場合には、譲渡制限を解除する株式の数及

び解除時期を必要に応じて合理的に調整し、譲渡制限期間満了前に正当で

ない理由により退任した場合等には、当社は割当株式を当然に無償で取得

いたします。
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地 位 合計報酬額

報酬等の種別の総額

支 給 人 員
基 本 報 酬

非 金 銭

報 酬 等

取 締 役
（うち社外取締役分）

174,045千円
（30,000千円）

152,319千円
（30,000千円）

21,726千円
(-)

  9名
（4名）

監 査 役
（うち社外監査役分）

30,000千円
（12,000千円）

30,000千円
（12,000千円）

-   3名
（2名）

合 計
（うち社外役員分）

204,045千円
（42,000千円）

182,319千
（42,000千円）

21,726千円
(-)

  12名
（6名）

④ 取締役の個人別の報酬等の額につき種類別の割合（比率）の決定に

関する方針

取締役の個人別の報酬額の種類別の割合（比率）については、各取締役

に非金銭報酬等として支給する譲渡制限付株式報酬の金額を、当該取締役

の確定報酬額等の年額の10～30％相当とすることとし、個人別の比率につ

いては、中長期的な企業価値の向上と適切な経営戦略の策定・開示を促進

する観点に立って、外部調査機関による役員報酬の調査結果等を参考とし

た国内外の類似業種又は同等規模の他企業との比較、及び当社の中長期経

営計画を勘案し、指名報酬委員会の答申を踏まえた上で、取締役会にて決

定しております。

(5) 取締役及び監査役の報酬等の額

当事業年度に係る報酬等の総額

（注）１. 取締役の金銭報酬の額は、2006年３月22日開催の第８期定時株主総会において年
200,000千円以内と決議しております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まな
い)。当該株主総会終結時点の取締役の員数は８名(うち社外取締役は４名)です。

　 ２. 監査役の金銭報酬の額は、2005年３月29日開催の第７期定時株主総会において年額
　　　 30,000千円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、３

 名です。
　 ３. 金銭報酬とは別枠で、2021年３月25日開催の第23期定時株主総会において、株式報

 酬の額として年額40,000千円以内、株式数の上限を年60,000株以内(社外取締役は付
 与対象外)と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)
 の員数は４名です。

 　４. 非金銭報酬等の内容は当社の株式であり、割当ての際の条件等は、「４．（4）取締
 役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針」のとおりであります。また、
 当事業年度における交付状況は「２．(5)当事業年度中に職務執行の対価として当社
 役員に対し交付した株式の状況」に記載しております。
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地 位 氏 名 兼 職 先 及 び 兼 職 内 容

取 締 役 加 藤 一 隆
一般社団法人日本フードサービス協会　顧問

株式会社ジェフグルメカード　取締役会長

取 締 役 岡 橋 輝 和
株式会社マーキュリアホールディングス　社外取締役

山九株式会社　顧問

取 締 役 兼 川 真 紀
インテグラル法律事務所　パートナー

内閣府政府広報事業評価基準等検討委員

取 締 役 李 　 成 一

株式会社エル・ティー・エス　取締役副社長執行役員

株式会社ワクト　取締役

株式会社エル・ティー・エス リンク　取締役

株式会社エル・ティー・エス ソフトウェアテクノロジー　取締役

株式会社日比谷コンピュータシステム　取締役

株式会社日比谷リソースプランニング　取締役

株式会社 Me-Lab Japan　取締役

監 査 役 瀧 野 良 夫 日本カルミック株式会社　顧問

監 査 役 矢 部 芳 一 大黒屋ホールディングス株式会社　監査役

(6) 社外役員に関する事項

① 重要な兼職の状況及び当該兼職先との関係

（注）当社と各兼職先との間には特別の関係はありません。
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地 位 氏 名
主 な 活 動 状 況 及 び
期 待 さ れ る 役 割 に 関 し て 行 っ た 職 務 の 概 要

取 締 役 加 藤 一 隆

当事業年度開催の取締役会18回のうち17回に出席しております。
外食産業における幅広い経験と見識で、当社の経営戦略等の実効
性向上に有益な助言・提言を行っております。また、指名報酬委
員会の委員長として役員人事に関わる手続きの方針、取締役報酬
の決定プロセスにおいてリーダーシップを発揮しました。

取 締 役 岡 橋 輝 和

当事業年度開催の取締役会18回のうち18回に出席しております。
事業会社における豊富な経験と深い知識で、当社の企業経営の実
効性向上に有益な助言・提言を行っております。また、指名報酬
委員会の委員を務めております。

取 締 役 兼 川 真 紀

当事業年度開催の取締役会18回のうち18回に出席しております。
弁護士としての専門的見地から企業経営の実効性向上に有益な助
言・提言を行っております。また、指名報酬委員会の委員を務め
ております。

取 締 役 李 　 成 一

当事業年度開催の取締役会18回のうち18回に出席しております。
事業会社の経営に関する幅広い見識を用いて、当社の企業経営の
実効性向上に有益な助言・提言を行っております。また、指名報
酬委員会の委員を務めております。

監 査 役 瀧 野 良 夫

当事業年度開催の取締役会18回のうち18回に出席し、また、当事
業年度開催の監査役会18回のうち18回に出席しております。事業
会社で培った経験と専門的見地から、意思決定の妥当性及び適法
性の確保に有効な助言を行っております。

監 査 役 矢 部 芳 一

当事業年度開催の取締役会18回のうち18回、当事業年度開催の監
査役会18回のうち18回に出席しております。財務及び会計に関す
る豊富な経験と知識を生かし、意思決定の妥当性及び適法性の確
保に有効な助言を行っております。

② 当事業年度における主な活動状況
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支　払　額

当事業年度に係る会計監査人に対する報酬等の額 45,000千円

当社及び子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 95,463千円

５. 会計監査人の状況

(1) 会計監査人の名称

有限責任監査法人トーマツ

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

（注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約において、｢会社法」に基づく監査と「金融商

 　品取引法」に基づく監査の報酬等の合計額を明確に区分しておらず、実質的にも

 　区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人に対する報酬等の額にはこれ

 　らの合計額を記載しております。

　２. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見

 　積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計

 　監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

(3) 非監査業務の内容

　当社は、有限責任監査法人トーマツに対し、米国公認会計士協会保証業務

基準18号（SOC１）、米国公認会計士協会報告実務ガイド（SOC２）に基づく

内部統制の整備・運用状況に係る保証報告書作成業務、及びISMAP情報セキ

ュリティ監査ガイドラインにて定義された政府情報システムのためのセキュ

リティ評価制度における監査業務を委託しております。

(4) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目のいず

れかに該当すると認められる場合、監査役全員の同意により会計監査人を解

任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集

される株主総会において、解任した旨及びその理由を報告いたします。ま

た、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障のある場合等、その必要が

あると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に

関する議案の内容を決定いたします。
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６. 業務の適正を確保するための体制及び運用状況
＜業務の適正を確保するための体制＞

当社は、取締役会において、内部統制システム基本方針について、下記のと

おり決議しております。

(1) 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
① 取締役会は、取締役会規程及び取締役会付議基準に基づき、法令、定款

に定める事項、会社の業務執行についての重要事項を決定する。
② 代表取締役社長は、法令、定款及び規則、規程、要領等（以下「社内規

程」という）に基づき、取締役会から委任された会社の業務執行の決定
を行うとともに、かかる決定、取締役会決議及び社内規程に従い職務を
執行する。

③ 取締役会が取締役の職務の執行を監督するため、取締役は、会社の業務
執行状況を取締役会規程に基づき取締役会に報告するとともに、他の取
締役の職務執行を相互に監視、監督する。

④ 取締役の職務執行状況は、監査役会規程及び監査役監査基準に基づき監
査役の監査を受ける。

⑤ 当社は、「理念」に基づき、取締役及び使用人がとるべき行動の基準、
規範を示した「行動指針」を制定し、併せて取締役の職務執行に係るコ
ンプライアンスについて、通報、相談を受け付ける窓口を内部通報者保
護規程に基づき設置する。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
① 取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理については、人事総務部門

責任者を担当とし、情報の内容に応じて保存及び管理の責任部署を文書
管理規程及び職務分掌規程において定める。

② 責任部署は、取締役の職務の執行に係る情報を適切に記録し、法令及び
文書管理規程その他の社内規程に基づいて、定められた期間、厳正に保
存、管理する。また、その保存媒体に応じて、安全かつ検索性の高い状
態を維持し、取締役及び監査役からの閲覧要請に速やかに対応する。

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① リスク管理体制の基礎としてリスク管理規程を定め、当該規程に基づき

社長を委員長とするリスク管理委員会を設置し、個々のリスクを認識
し、その把握と管理を行う。また、各部門にそれぞれリスクマネジメン
ト推進担当者を置き、管理体制を構築する。

② 重要ないし緊急の不測の事態が発生した場合には、社長を本部長とする
対策本部を設置し、リスク管理委員会及び顧問弁護士等を含む緊急対策
委員会を組織し迅速な対応を行い、損害の拡大を防止しこれを最小限に
止める体制を整える。

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 取締役会を毎月開催し、経営会議での議論も踏まえて経営上の重要な意

思決定を行うとともに、各取締役の業務執行の監督を行う。また、週１
回、原則として社内取締役が出席する経営会議を開催し、経営会議規程
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に基づき、事業計画及び業績についての検討及び重要な業務に関する意
思決定を行う。

② 職務執行に関する権限及び責任については、職務分掌規程及び職務権限
規程その他の社内規程において明文化し、適時適切に見直しを行う。

③ 業務管理に関しては、年度毎に予算及び事業計画を策定し、その達成に
向けて、月次で予算管理を行うほか、主要な営業係数については、日
次、週次で進捗管理を行う。

(5) 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
① 取締役及び使用人がとるべき行動の基準、規範を示した「行動指針」に

基づき、職制を通じて適正な業務執行の徹底と監督を行うとともに、問
題があった場合は就業規則に基づき厳正に処分する。また、その徹底を
図るため、人事総務部門においてコンプライアンスの取り組みを横断的
に統括することとし、同部門を中心に役職員教育等を行う。

② 内部監査部は、人事総務部門と連携の上、コンプライアンスの状況を監
査する。これらの活動は定期的に代表取締役社長及び常勤監査役に報告
されるものとする。

③ 法令上疑義のある行為等について、使用人が直接情報提供を行う手段と
して内部通報者保護規程を運用、活用する。

(6) 株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適
正を確保するための体制
① 関係会社管理規程に基づき、グループ各社の業務の円滑化と管理の適正

化を図る。また、必要に応じてグループ各社への指導・支援を行う。
② 一定の重要事項及びリスク情報に関しては、基準を設け、当社への決

裁・報告制度によりグループ各社の経営管理を行う。

(7) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当
該使用人に関する事項
 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、監査役
の職務を補助すべき使用人として、当社の使用人から監査役補助者を任
命することができるものとする。

(8) 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
① 監査役より監査業務に必要な命令を受けた使用人はその命令に関して、

取締役の指揮命令を受けないものとする。
② 当該使用人の任命、人事異動及び人事評価には常勤監査役の同意を必要

とする。
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(9) 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報
告に関する体制
① 監査役は、取締役会、その他の重要な会議に出席し、また、重要な決裁

書類及び関係資料を閲覧する。
② 代表取締役社長及び業務執行を担当する取締役は、取締役会等の重要な

会議において、業務の執行状況を報告する。
③ 取締役及び使用人は、重大な法令、又は定款違反及び不正な行為並びに

当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を知ったときは、遅滞なく
監査役に報告する。

④ 監査役はいつでも必要に応じて取締役及び使用人に対し報告を求めるこ
とができる。

⑤ 監査役に報告を行ったことを理由として、不利な取扱いを受けないこと
が確保されている。

(10) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 監査役と代表取締役社長との間に、定期的な意見交換会を設定する。
② 監査役は、内部監査部と緊密な連携を保つとともに、必要に応じて内部

監査部に調査を求める。また、監査役は会計監査人と定期的に会合を持
って、意見及び情報の交換を行うとともに、必要に応じて会計監査人に
報告を求める。

③ 監査役は、監査の実施にあたり、必要と認めるときは、会社の顧問弁護
士とは別の弁護士その他の外部専門家を自らの判断で起用することがで
きる。

④ 監査役の職務の執行について生ずる費用については、会社に償還請求す
る権利を有する。

(11) 財務報告の適正性を確保するための体制
財務報告に係る内部統制の整備、運用を継続的に行う。また、内部監査
部により、内部統制の適正性を定期的に評価し、必要に応じて是正を行
う。

(12) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
① 社会的秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力からの接触、不当要求等

に対しては毅然とした態度で対応する方針とする。
② 人事総務部門を統括部署とし、外部専門機関（管轄警察署、顧問弁護士

等）と連携し情報収集を行うとともに、反社会的勢力が取引先や株主と
なって、不当要求を行う場合の被害を防止するため、可能な範囲内で取
引先の属性及び自社株の取引状況を確認する。さらに、反社会的勢力の
不当要求に対しては、外部専門機関と連携し、適切に対応できる体制を
構築する。
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＜業務の適正を確保するための体制の運用状況＞

当社は、前記の業務の適正を確保するための体制について、内部統制システ
ム基本方針に基づき、適切な整備とその運用に努めております。当連結会計年
度における当該体制の運用状況は以下のとおりです。

(1) 取締役の職務執行
① 取締役は、取締役会を毎月開催し、取締役及び使用人の職務執行の適正

性、経営リスク又は法令及び定款等への適合性を審議しております。
② 監査役は、毎月の取締役会の出席を通じて、取締役の職務執行、法令、

定款等の遵守、その他監査役監査基準に定める事項について監査を実施
しております。

(2) リスク管理体制
① 内部監査部は、年次の内部統制評価の基本計画に基づく内部統制評価を

実施し、取締役会にその結果を報告しております。
② 情報セキュリティ委員会は、年１回セキュリティリスクの見直しを実施

し、リスク対策を検討しています。また内部監査部による内部監査を実
施し、結果を社長に報告し、不適合については適切な是正措置を実施し
ております。

(3) コンプライアンス体制
当社は、使用人の日常のセキュリティ意識及びコンプライアンス意識を
高めるため、新入社員研修を実施し、また派遣社員及びパート社員を含
む全社員を対象とした社内研修を年１回実施しております。
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連結貸借対照表

（2025年12月31日現在）
（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（ 資 産 の 部 ）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

貯 蔵 品

前 払 費 用

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

工具、器具及び備品

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ エ ア

ソフトウエア仮勘定

の れ ん

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

繰 延 税 金 資 産

敷 金

長 期 預 金

そ の 他
　

10,116,520

6,155,368

3,378,248

2,580

511,580

76,444

△7,702

8,055,503

188,222

131,806

56,415

5,921,098

3,674,850

640,413

1,593,784

12,050

1,946,182

439,132

888,111

413,710

200,000

5,228

（ 負 債 の 部 ）

流 動 負 債 5,934,838

買 掛 金 148,630

短 期 借 入 金 2,270,000

未 払 金 947,263

未 払 法 人 税 等 812,428

賞 与 引 当 金 637,473

契 約 負 債 319,209

そ の 他 799,832

固 定 負 債 56,296

資 産 除 去 債 務 56,296

負 債 合 計 5,991,135

（ 純 資 産 の 部 ）

株 主 資 本 12,142,140

資 本 金 3,212,512

資 本 剰 余 金 3,147,884

利 益 剰 余 金 6,777,628

自 己 株 式 △995,885

非 支 配 株 主 持 分 38,747

純 資 産 合 計 12,180,888

資 産 合 計 18,172,023 負 債 純 資 産 合 計 18,172,023

連 結 貸 借 対 照 表

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結損益計算書

(2025年１月１日から
2025年12月31日まで)

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 18,817,130

売 上 原 価 5,058,145

売 上 総 利 益 13,758,984

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 10,895,199

営 業 利 益 2,863,785

営 業 外 収 益

受 取 利 息 4,096

未 払 配 当 金 除 斥 益 50

雑 収 入 2,094 6,241

営 業 外 費 用

支 払 手 数 料 10,885

支 払 利 息 22,063

投 資 事 業 組 合 運 用 損 721

そ の 他 107 33,778

経 常 利 益 2,836,248

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 2,836,248

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 918,382

法 人 税 等 調 整 額 △20,132 898,250

当 期 純 利 益 1,937,997

非支配株主に帰属する当期純損失 15,431

親会社株主に帰属する当期純利益 1,922,566

連 結 損 益 計 算 書

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書

(2025年１月１日から
2025年12月31日まで)

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 3,212,512 3,121,442 5,579,408 △998,359 10,915,003

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 － － △724,345 － △724,345

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

－ － 1,922,566 － 1,922,566

自 己 株 式 の 取 得 － － － 0 0

自 己 株 式 の 処 分 － － － 2,475 2,475

自己株式処分差益の振替 － 26,442 － － 26,442

株主資本以外の項目の当期
変 動 額 ( 純 額 )

－ － － － －

当 期 変 動 額 合 計 － 26,442 1,198,220 2,474 1,227,137

当 期 末 残 高 3,212,512 3,147,884 6,777,628 △995,885 12,142,140

非支配株主持分 純資産合計

当 期 首 残 高 164,898 11,079,902

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 － △724,345

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

－ 1,922,566

自 己 株 式 の 取 得 － 0

自 己 株 式 の 処 分 － 2,475

自己株式処分差益の振替 － 26,442

株主資本以外の項目の当期
変 動 額 ( 純 額 )

△126,150 △126,150

当 期 変 動 額 合 計 △126,150 1,100,986

当 期 末 残 高 38,747 12,180,888

連結株主資本等変動計算書

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表

連結注記表

１. 連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記

(1) 連結の範囲に関する事項

連結子会社の状況

・連結子会社の数 ２社

・主要な連結子会社の名称 株式会社Restartz
株式会社タノム

(2) 連結の範囲の変更に関する事項

　当連結会計年度において、連結の範囲の変更はありません。

(3) 持分法の適用に関する事項

　　　該当事項はございません。

(4) 資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

市場価格のない株式等 …………移動平均法による原価法を採用しております。

なお、投資事業組合等に対する出資については、組合

の直近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り

込む方法によっております。

② 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 ……………………………最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額は収

益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を

採用しております。

(5) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産 ……………………主に定率法を採用しております。

（ただし、2016年４月１日以後に取得した建物附属設

備については定額法を採用しております。）

なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。

建物　　　　　　　　　　 ３年～50年

工具、器具及び備品　　　 ３年～15年

② 無形固定資産 ……………………主に定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。

ソフトウエア（自社利用） ５年

のれん　　　　　　　　　 ５年

特許権　　　　　　　　　 ８年

商標権　　　　　　　　　 10年

(6) 引当金の計上基準
① 貸倒引当金 ………………………債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権及び貸

倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性
を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金 ………………………従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づ

き計上しております。
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当連結会計年度

ソフトウエア 3,674,850

ソフトウエア仮勘定 640,413

当連結会計年度

のれん 1,593,784

(7) 収益及び費用の計上基準

　当社は、事業者の企業間取引の効率化・デジタル化を支援するSaaS『BtoBプラットフォ

ーム』を主要サービスとして提供しております。サービス導入までに係る初期費用におけ

る主な履行義務は、顧客に対してBtoBプラットフォームを利用可能とするセットアップ業

務であり、当該履行義務が完了した時点で収益を認識しております。その後の利用料にお

ける主な履行義務は、顧客に対してBtoBプラットフォームを契約期間にわたって提供する

ことであります。当該履行義務は、契約期間の経過とともに充足されることから、当該期

間にわたって収益を認識しております。

(8) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

　退職給付に係る会計処理の方法

当社は、確定拠出年金制度を採用しております。

２. 会計上の見積りに関する注記

(1) ソフトウエア及びソフトウエア仮勘定の評価

① 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

（単位：千円）

② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

イ.　算出方法

　ソフトウエア及びソフトウエア仮勘定については、継続的に損益を把握してい

る事業部門を区分の基礎としてグルーピングを行っており、減損の兆候判定につ

いては、個別にグルーピングをした資産又は資産グループの営業損益が継続して

マイナスとなった場合及び継続してマイナスとなる見込みとなる場合等に減損の

兆候があるものとしております。

　減損の兆候が認められ、回収可能価額が帳簿価額を下回る場合には、減損損失

を認識しております。

　なお、回収可能価額は使用価値を使用しており、営業活動から生じる将来キャ

ッシュ・フローを一定の割引率で割り引いて算出しております。

ロ.　主要な仮定

　当該将来キャッシュ・フローは事業計画に基づき算定し、事業計画には複数の

仮定が含まれており、利用企業がBtoBプラットフォームを継続的に利用し、利用

規模が拡大していくことを前提とした利用企業の新規契約件数に関する予測を重

要な仮定と考えております。

ハ.　翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響

　割引前将来キャッシュ・フローの見積りにおける主要な仮定は見積りの不確実

性が高く、見積りに用いた仮定の見直しが必要になった場合は、翌連結会計年度

において減損損失を認識する可能性があります。

(2) のれんの評価

① 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

（単位：千円）
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(1) 有形固定資産の減価償却累計額 224,860千円

株式の
種  類

配当金の
総額(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

普通株式 219,510 0.97 2024年12月31日 2025年３月27日

株式の
種  類

配当金の
総額(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

普通株式 504,831 2.23 2025年６月30日 2025年９月３日

株式の
種  類

配当の
原資

配当金の
総額(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

普通株式
利益

剰余金
726,685 3.21 2025年12月31日 2026年３月26日

② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

イ.　算出方法

　株式会社タノム株式の取得により同社を連結したことに伴い発生したのれんを

連結計算書類に計上しております。のれんは、企業結合日における取得価額の配

分手続を適切に行った上で、取得原価と純資産の差額から算出しております。ま

た、当該のれんの償却期間を５年と見積っております。のれんの減損の兆候判定

において、主に当初事業計画と実績との比較及び最新の事業計画に基づき、回収

可能価額を著しく低下させる変化や経営環境の著しい悪化の有無の検討を行って

おります。

ロ.　主要な仮定

　のれんの償却期間は、株式の取得原価の算定の基礎とした事業計画に基づく投

資の合理的な回収期間等を参考にして効果の発現する期間を合理的に見積ってお

ります。株式会社タノムの事業計画には、複数の仮定が含まれており、利用企業

が「TANOMU」を継続的に利用し、利用規模が拡大していくことを前提とした利用

企業の新規契約件数に関する予測を重要な仮定と考えております。

ハ.　翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響

　翌連結会計年度において、事業計画策定時に想定していなかった事象等が生じ

た場合、事業計画策定に用いた仮定が変化し、のれんの評価及びのれんの効果が

発現する期間に影響を与える可能性があります。

３. 連結貸借対照表に関する注記

４．連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当連結会計年度末における発行済株式の種類及び株式の数

　普通株式　　259,431,200株

(2) 剰余金の配当に関する事項

① 配当金支払額等

イ. 2025年３月26日開催の第27期定時株主総会決議による配当に関する事項

ロ. 2025年７月31日開催の取締役会決議による配当に関する事項

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌期になるもの

2026年３月25日開催の第28期定時株主総会において次のとおり付議いたします。
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連結貸借対照表

計上額
時価 差額

敷金 413,710 319,613 △94,096

長期預金 200,000 193,919 △6,080

資産計 613,710 513,533 △100,176

５. 金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針

　当社グループは、投資計画に照らして必要な短期的な運転資金を銀行借入により調

達しております。

② 金融商品の内容及びそのリスク

　営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。

　投資有価証券は、主に投資先企業の株式であり、発行体の信用リスク及び市場価格

の変動リスクに晒されております。

　敷金は、主に事業所等の建物の賃借に伴うものであり、貸主の信用リスクに晒され

ております。

　長期預金は、自由金利型定期預金（コーラブル型）であります。

　営業債務である買掛金及び未払金は、そのほとんどが１年以内の支払期日でありま

す。

　借入金は、主にソフトウエア開発及び企業買収に係る資金調達を目的としたもので

あります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されております。

③ 金融商品に係るリスク管理体制

　当社は、与信管理の方針に従い、営業債権については、本社財務・経理部と各事業

部が連携して、営業債権の回収状況を定期的にモニタリングし、取引先ごとに期日及

び残高を管理し、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っており

ます。また、連結子会社についても、当社の債権管理方針に準じ同様の管理を行って

おります。有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期

的に行い、信用状況に応じた残高管理を行っております。

　また、敷金については、貸主の信用状況を定期的に把握し、賃貸借期間を適切に設

定することによりリスク低減を図っております。

④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り

込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動すること

があります。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

　2025年12月31日（当連結会計年度の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、

時価及びこれらの差額については次のとおりであります。

　なお、市場価格のない株式等は、次表には含まれておりません。

　また、現金は注記を省略しており、預金（長期預金を除く）、売掛金、買掛金、短

期借入金、未払金及び未払法人税等は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近

似することから、注記を省略しております。

（単位：千円）
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区　分 連結貸借対照表計上額

非上場株式 419,847

投資事業組合への出資 19,284

区　分 １年以内 １年超５年以内 ５年超

現金及び預金 6,155,368 － －

売掛金 3,370,546 － －

敷金 － － 413,710

長期預金 － 200,000 －

区　分 １年以内
１年超

２年以内

２年超

３年以内

３年超

４年以内

４年超

５年以内
５年超

短期借入金 2,270,000 － － － － －

（注）１. 市場価格のない株式等
（単位：千円）

　上記については、市場価格のない株式及び投資事業組合への出資であることから、

時価開示の対象としておりません。

（注）２. 金銭債権の連結決算日後の償還予定額
（単位：千円）

（注）３. 短期借入金の連結決算日後の返済予定額
（単位：千円）
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区　分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

敷金 － 319,613 － 319,613

長期預金 － 193,919 － 193,919

(3) 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

　金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じ

て、以下の３つのレベルに分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において

形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価

格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプッ

ト以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定された時価

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらの

インプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレ

ベルに時価を分類しております。

① 時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

　該当事項はありません。

② 時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

（単位：千円）

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

　　敷金及び長期預金の時価については、回収予定時期を合理的に見積り、将来キ

ャッシュ・フローを国債の利回りで割り引いて算定しており、レベル２の時価に

分類しております。
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報告セグメント

合計
BtoB-PF FOOD BtoB-PF ES 計

一時点で移転される財

一定の期間にわたり

移転される財

291,811

11,639,073

1,004,493

5,881,751

1,296,305

17,520,825

1,296,305

17,520,825

顧客との契約から生じる

収益
11,930,885 6,886,245 18,817,130 18,817,130

その他の収益 － － － －

外部顧客への売上高 11,930,885 6,886,245 18,817,130 18,817,130

期首残高 期末残高

顧客との契約から生じた債権 2,873,702 3,378,248

契約負債 309,609 319,209

６. 収益認識に関する注記

(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：千円）

(2) 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「１.連結計算書類

作成のための基本となる重要な事項に関する注記 (7)収益及び費用の計上基準」に記載

のとおりであります。

(3) 当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報

① 顧客との契約から生じた債権及び契約負債の残高

　契約負債は主に、サービス提供前に顧客から受け取った対価であります。

　顧客との契約から生じた債権及び契約負債は以下のとおりであります。

（単位：千円）

　（注）契約負債は主に顧客からの前受金であり、収益の認識に伴い取り崩されます。

　当連結会計年度において認識した収益のうち、期首の契約負債残高に含まれていた

ものは、285,740千円であります。

② 残存履行義務に配分した取引価格

　当社グループは、残存履行義務に配分した取引価格については、当初に予想される

契約期間が１年を超える重要な契約がないため、記載を省略しております。
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(1) １株当たり純資産額 53円64銭

(2) １株当たり当期純利益 ８円49銭

・純資産の部の合計額 12,180,888千円

・純資産の部の合計額から控除する金額 38,747千円

　（うち非支配株主持分） (38,747千円)

・普通株式に係る期末の純資産額 12,142,140千円

・普通株式の発行済株式総数 259,431,200株

・普通株式の自己株式数 33,049,536株

・１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数 226,381,664株

・親会社株主に帰属する当期純利益 1,922,566千円

・普通株主に帰属しない金額 －千円

・普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益 1,922,566千円

・期中平均株式数 226,356,008株

７. １株当たり情報に関する注記

（注）１. １株当たり純資産額の算定上の基礎

２. １株当たり当期純利益の算定上の基礎

８. 重要な後発事象に関する注記

　（株式取得による持分法適用関連会社化について）

　　　当社は、2026年１月21日開催の取締役会において、2021年に出資し、協力関係にある株式

会社invoxの株式を追加取得し、2026年12月期より当社の持分法適用関連会社化することを

決議いたしました。

(1) 株式取得の目的

　　　当社が推進する見積・受発注・請求書など一連の商取引をデジタルデータで直接つなぐ

「DtoD（Data to Date）」と、株式会社invoxの高度な技術基盤と迅速な対応力を融合さ

せ、当社が目指す「企業間取引の完全デジタル化」を加速させてまいります。当社の強みで

あるフード業界をはじめとした強固な顧客基盤に対し、株式会社invoxのAI技術を組み合わ

せた新たなサービスを積極的に開発・展開し、請求・決済業務の自動化ニーズに応えること

で、顧客接点の強化と付加価値向上による収益基盤の拡大を図ります。

(2) 株式取得した会社の概要

　　　①名称　　　　　　　株式会社invox

　　　②事業の内容　　　　invoxシリーズ（請求書受取・発行、経費精算、電子帳簿保存等）

の開発・運営

　　　③資本金　　　　　　100百万円

(3) 株式取得の時期

　　　2026年１月21日

(4) 取得する株式の数、取得価額及び取得後の持分比率

　　　①取得する株式の数　1,115株

　　　②取得価額　　　　　1,911百万円

　　　③取得後の持分比率　33.41％

(5) 支払資金の調達及び支払方法

　　　自己資金により、現金で支払っております。
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①募集方法 第三者割当

②募集株式の種類及び数 普通株式　　8,076,664株

③割当価格 １株につき　　435円

④資本組入額の額 １株につき　217.5円

⑤割当価格の総額 3,513百万円

⑥資本組入額の総額 1,756百万円

⑦払込期日 2026年３月２日

⑧割当先 第一生命ホールディングス株式会社

⑨資金の使途 ・企業への出資または買収の実行

・システム開発費用及び割当先との提携強化に係る費用

・借入金の返済

①処分期日 2026年３月２日

②処分株式の種類及び数 普通株式　　32,049,536株

③処分価額 １株につき　435円

④処分価額の総額 13,941百万円

⑤処分方法 第三者割当による自己株式処分

⑥処分先 第一生命ホールディングス株式会社

⑦資金の使途 ・企業への出資または買収の実行

・システム開発費用及び割当先との提携強化に係る費用

・借入金の返済

(6) その他

　　　当社と株式会社invoxは、人的関係として、当社取締役1名を取締役として派遣しておりま

す。また、取引関係においては、株式会社invoxが開発したサービスの仕入等の取引を行っ

ております。

（資本業務提携契約に基づく第三者割当による新株の発行及び自己株式の処分）

　当社は、2026年２月13日開催の取締役会において、第一生命ホールディングス株式会社との間

で資本業務提携を締結し、第一生命ホールディングス株式会社に対して第三者割当による新株の

発行及び自己株式の処分を行うことを決議いたしました。

　第一生命ホールディングス株式会社は当社の理念・経営方針とも親和性が高く、両社の強みを

融合し、市場における競争優位性を確立することを目的として、資本業務提携を行うことが当社

の中長期的な企業価値の最大化と株主利益の増進に資するとの判断に至り、第一生命ホールディ

ングス株式会社との間で資本業務提携契約を締結することにいたしました。

　(1)新株の発行の概要

　(2)自己株式の処分の概要
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９. その他の注記

（企業結合等関係）

　（子会社株式の追加取得）

　　当社は、2024年３月29日付で締結した株式譲渡契約に基づき、当社の連結子会社である株

式会社タノムの株式を2025年３月31日付で追加取得いたしました。

　(1)追加取得の概要

　　①被取得企業の名称及びその事業の内容

　　　被取得企業の名称　株式会社タノム

　　　事業の内容　　　　WEBサービスの運営・開発事業

　　②追加取得日

　　　2025年３月31日

　　③企業結合の法的形式

　　　株式取得

　　④結合後企業の名称

　　　変更ありません。

　　⑤取得した議決権比率

　　　追加取得日直前に所有していた議決権比率　　　　　50.4％

　　　追加取得した議決権比率　　　　　　　　　　　　　46.6％

　　　取得後の議決権比率　　　　　　　　　　　　　　　97.0％

　　⑥取得企業を決定するに至った主な根拠

　　　当社が現金を対価として株式を取得したためであります。

　(2)実施する会計処理の概要

　「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　2019年１月16日）及び「企業結合会

計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　2019年

１月16日）に基づき、2024年３月29日（支配獲得時）と2025年３月31日（追加取得時）に行

われた株式取得が１つの企業結合を構成しているため一体として取り扱っております。その

ため、支配獲得後に追加取得した持分に係るのれんについては、支配獲得時にのれんが計上

されていたものとして算定しております。

　(3)被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

　　　取得の対価　企業結合直前に所有していた株式の企業結合日における時価　364百万円

　　　　　　　　支配獲得時の株式の対価（現金）　　　　　　　　　　　　　1,047百万円

　　　　　　　　追加取得時の株式の対価（現金）　　　　　　　　　　　　　1,303百万円

　　　　　　　　合計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,714百万円

　(4)主要な取得関連費用の内容及び金額

　　支配獲得時のアドバイザリー費用等　　　35百万円

　　追加取得時のアドバイザリー費用等　　　 1百万円

　　合計　　　　　　　　　　　　　　　　　36百万円
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　(5)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

　　①発生したのれんの金額

　　　支配獲得時　1,289百万円

　　　追加取得時　1,162百万円

　　　合計　　　　2,451百万円

　　②発生原因

　　　今後の事業展開によって期待される超過収益力であります。

　　③償却方法及び償却期間

　　　５年間にわたる均等償却
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（2025年12月31日現在）
（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（ 資 産 の 部 ）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

貯 蔵 品

前 渡 金

前 払 費 用

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

工具、器具及び備品

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ エ ア

ソフトウエア仮勘定

特 許 権

商 標 権

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

長 期 前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

敷 金

長 期 預 金

そ の 他
　

9,621,464

5,671,172

3,368,956

2,580

4,035

511,576

70,754

△7,613

9,186,411

184,414

130,305

54,109

4,326,530

3,674,850

640,413

119

10,349

797

4,675,466

439,132

2,729,911

2,081

888,111

413,230

200,000

3,000

（ 負 債 の 部 ）

流 動 負 債 5,918,868

買 掛 金 195,384

短 期 借 入 金 2,270,000

未 払 金 935,066

未 払 費 用 259,213

未 払 法 人 税 等 811,848

契 約 負 債 310,734

預 り 金 87,294

賞 与 引 当 金 637,473

そ の 他 411,853

固 定 負 債 56,296

資 産 除 去 債 務 56,296

負 債 合 計 5,975,165

（ 純 資 産 の 部 ）

株 主 資 本 12,832,710

資 本 金 3,212,512

資 本 剰 余 金 3,147,884

資 本 準 備 金 2,649,287

その他資本剰余金 498,596

利 益 剰 余 金 7,468,198

利 益 準 備 金 5,241

その他利益剰余金 7,462,956

繰越利益剰余金 7,462,956

自 己 株 式 △995,885

純 資 産 合 計 12,832,710

資 産 合 計 18,807,875 負 債 純 資 産 合 計 18,807,875

貸　借　対　照　表

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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損益計算書

（2025年１月１日から
2025年12月31日まで）

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 18,663,127

売 上 原 価 5,277,817

売 上 総 利 益 13,385,310

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 9,996,640

営 業 利 益 3,388,669

営 業 外 収 益

受 取 利 息 3,520

未 払 配 当 金 除 斥 益 50

雑 収 入 1,601 5,173

営 業 外 費 用

支 払 手 数 料 10,885

支 払 利 息 22,063

投 資 事 業 組 合 運 用 損 721

そ の 他 107 33,778

経 常 利 益 3,360,064

税 引 前 当 期 純 利 益 3,360,064

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 917,714

法 人 税 等 調 整 額 △20,132 897,582

当 期 純 利 益 2,462,482

損　益　計　算　書

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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（2025年１月１日から
2025年12月31日まで）

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資本準備金
その他資本
剰　余　金

資本剰余金
合　　　計

利益準備金

そ　の　他
利益剰余金 利益剰余金

合　　　計繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 3,212,512 2,649,287 472,154 3,121,442 5,241 5,724,819 5,730,061

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 － － － － － △724,345 △724,345

当 期 純 利 益 － － － － － 2,462,482 2,462,482

自 己 株 式 の 取 得 － － － － － － －

自 己 株 式 の 処 分 － － － － － － －

自己株式処分差益の振替 － － 26,442 26,442 － － －

当 期 変 動 額 合 計 － － 26,442 26,442 － 1,738,137 1,738,137

当 期 末 残 高 3,212,512 2,649,287 498,596 3,147,884 5,241 7,462,956 7,468,198

株 主 資 本

純資産合計
自 己 株 式

株 主 資 本
合 計

当 期 首 残 高 △998,359 11,065,656 11,065,656

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 － △724,345 △724,345

当 期 純 利 益 － 2,462,482 2,462,482

自 己 株 式 の 取 得 0 0 0

自 己 株 式 の 処 分 2,475 2,475 2,475

自己株式処分差益の振替 － 26,442 26,442

当 期 変 動 額 合 計 2,474 1,767,053 1,767,053

当 期 末 残 高 △995,885 12,832,710 12,832,710

株主資本等変動計算書

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表

１. 会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

　① 有価証券の評価基準及び評価方法

 イ.子会社株式 ……………………移動平均法による原価法を採用しております。

 ロ.その他有価証券

　市場価格のない株式等 ………移動平均法による原価法を採用しております。

なお、投資事業組合等に対する出資については、組合

の直近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り

込む方法によっております。

　② 棚卸資産の評価基準及び評価方法

 貯蔵品 ………………………………最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額は収益

性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採

用しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

　① 有形固定資産 ………………………主に定率法を採用しております。

（ただし、2016年４月１日以後に取得した建物附属設

備については定額法を採用しております。）

なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。

建物　　　　　　　　　　 ３年～50年

工具、器具及び備品　　　 ３年～15年

　② 無形固定資産 ………………………主に定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。

ソフトウエア（自社利用） ５年

特許権　　　　　　　　　 ８年

商標権　　　　　　　　　 10年

(3) 引当金の計上基準

　① 貸倒引当金 …………………………債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権及び

貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能

性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

　② 賞与引当金 …………………………従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づ

き計上しております。

(4) 収益及び費用の計上基準

　当社は、事業者の企業間取引の効率化・デジタル化を支援するSaaS『BtoBプラットフォ

ーム』を主要サービスとして提供しております。サービス導入までに係る初期費用におけ

る主な履行義務は、顧客に対してBtoBプラットフォームを利用可能とするセットアップ業

務であり、当該履行義務が完了した時点で収益を認識しております。その後の利用料にお

ける主な履行義務は、顧客に対してBtoBプラットフォームを契約期間にわたって提供する

ことであります。当該履行義務は、契約期間の経過とともに充足されることから、当該期

間にわたって収益を認識しております。

(5) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

　　退職給付に係る会計処理の方法

　当社は、確定拠出年金制度を採用しております。
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当事業年度

ソフトウエア 3,674,850

ソフトウエア仮勘定 640,413

当事業年度

関係会社株式 2,729,911

２. 会計上の見積りに関する注記

(1) ソフトウエア及びソフトウエア仮勘定の評価

　① 当事業年度の計算書類に計上した金額

（単位：千円）

　② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

 イ.算出方法

　ソフトウエア及びソフトウエア仮勘定については、継続的に損益を把握している事

業部門を区分の基礎としてグルーピングを行っており、減損の兆候判定については、

個別にグルーピングをした資産又は資産グループの営業損益が継続してマイナスとな

った場合及び継続してマイナスとなる見込みとなる場合等に減損の兆候があるものと

しております。

　減損の兆候が認められ、回収可能価額が帳簿価額を下回る場合には、減損損失を認

識しております。

　なお、回収可能価額は使用価値を使用しており、営業活動から生じる将来キャッシ

ュ・フローを一定の割引率で割り引いて算出しております。

 ロ.主要な仮定

　当該将来キャッシュ・フローは事業計画に基づき算定し、事業計画には複数の仮定

が含まれており、利用企業がBtoBプラットフォームを継続的に利用し、利用規模が拡

大していくことを前提とした利用企業の新規契約件数に関する予測を重要な仮定と考

えております。

 ハ.翌事業年度の計算書類に与える影響

　割引前将来キャッシュ・フローの見積りにおける主要な仮定は見積りの不確実性が

高く、見積りに用いた仮定の見直しが必要になった場合は、翌事業年度において減損

損失を認識する可能性があります。

(2) 関係会社株式の評価

　① 当事業年度の計算書類に計上した金額

　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

　② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

 イ.算出方法

　非上場株式は取得原価をもって貸借対照表価額としておりますが、当該株式の発行

会社の財政状態の悪化等により実質価額が著しく低下した場合には、回復可能性が十

分な証拠によって裏付けられる場合を除いて、相当の減額を行い、評価差額は当期の

損失として処理しております。

　なお、発行会社の直近の計算書類を基礎に算定した１株当たりの純資産に所有株式

数を乗じた金額をもって実質価額とするほか、発行会社の超過収益力を反映して買収

した会社については、超過収益力等を反映した価額を実質価額としています。超過収

益力を反映した実質価額の算定は、将来キャッシュ・フローに基づいております。

 ロ.主要な仮定

　当該将来キャッシュ・フローは事業計画に基づき算定し、事業計画には複数の仮定

が含まれており、利用企業数に関する予測を重要な仮定と考えております。
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　短期金銭債権 9,580千円

　短期金銭債務 46,754千円

　有形固定資産の減価償却累計額 220,207千円

　売上高 90,944千円

　売上原価 331,928千円

　販管費及び一般管理費 △4,800千円

繰延税金資産

　未払事業税 54,206千円

　契約負債 86,497千円

　未払事業所税 3,738千円

　減価償却超過額 489,454千円

　繰延資産償却超過額 8,991千円

　投資有価証券評価損 63,905千円

　関係会社株式評価損 23,059千円

　貸倒引当金繰入限度超過額 2,331千円

　資産除去債務 17,238千円

　賞与引当金 195,194千円

　減損損失 54,161千円

　その他 38,798千円

　繰延税金資産小計 1,037,577千円

　評価性引当額 △138,322千円

　繰延税金資産合計 899,254千円

繰延税金負債

資産除去債務に対応する除去費用 △11,142千円

　繰延税金負債合計 △11,142千円

　繰延税金資産の純額 888,111千円

 ハ.翌事業年度の計算書類に与える影響

　事業計画及び将来キャッシュ・フローの見積りにおける主要な仮定は見積りの不確

実性が高く、見積りに用いた仮定の見直しが必要になった場合は、翌事業年度におい

て減損損失を認識する可能性があります。

３. 貸借対照表に関する注記

(1) 関係会社に対する金銭債権及び債務

(2) 有形固定資産の減価償却累計額

４. 損益計算書に関する注記

(1) 関係会社との取引高

営業取引による取引高

５. 株主資本等変動計算書に関する注記

当該事業年度の末日における自己株式の種類及び株式の数

自己株式　　33,049,536株

６. 税効果会計に関する注記

  １.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
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(1) １株当たり純資産額 56円69銭

(2) １株当たり当期純利益 10円88銭

・純資産の部の合計額 12,832,710千円

・純資産の部の合計額から控除する金額 －千円

・普通株式に係る期末の純資産額 12,832,710千円

・普通株式の発行済株式数 259,431,200株

・普通株式の自己株式数 33,049,536株

・１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数 226,381,664株

・当期純利益 2,462,482千円

・普通株主に帰属しない金額 －千円

・普通株式に係る当期純利益 2,462,482千円

・期中平均株式数 226,356,008株

２.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」（令和7年法律第13号）が2025年３月31日に国会で成

立したことに伴い、2026年４月１日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税

が行われることになりました。これに伴い、2026年４月１日に開始する事業年度以降に解消

が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を

30.62%から31.52％に変更し計算しております。この変更による影響は軽微であります。

７. 収益認識に関する注記

「連結注記表 6. 収益認識に関する注記」に記載しているため、注記を省略しております。

８. １株当たり情報に関する注記

（注）１. １株当たり純資産額の算定上の基礎

２. １株当たり当期純利益の算定上の基礎

９. 重要な後発事象に関する注記

（株式取得による持分法適用関連会社化について）

　「連結注記表 8. 重要な後発事象に関する注記」に記載しているため、注記を省略しており

ます。
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連結計算書類に係る会計監査報告

指 定 有 限 責 任 社 員

業 務 執 行 社 員
公認会計士 川  口 　 泰  広

指 定 有 限 責 任 社 員

業 務 執 行 社 員
公認会計士 粂  井 　 祐  介

独立監査人の監査報告書

2026年2月13日

株式会社インフォマート

取締役会　御中

有限責任監査法人トーマツ
　　　東　京　事　務　所

　

監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社インフォマートの
2025年1月1日から2025年12月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連
結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について
監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められ
る企業会計の基準に準拠して、株式会社インフォマート及び連結子会社からなる企業
集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点におい
て適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して
監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査にお
ける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関
する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に
従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理
上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その
他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、そ
の他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す
ることにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれ
ておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通
読の過程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で
得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な
相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにあ
る。

連結計算書類に係る会計監査報告
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当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判
断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬に
よる重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書
類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と
認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の
職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に
不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監
査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連
結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査
の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を
実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な
　虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適
　用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
　拠を入手する。
・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するための
　ものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監
　査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって
　行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

　・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかど
　　うか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさ
　　せるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
　　る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書に
　　おいて連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
　　する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事
　　項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日まで
　　に入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企
　　業として存続できなくなる可能性がある。

－ 51 －



2026/02/20 17:26:50 / 25309885_株式会社インフォマート_招集通知_電子提供措置用

連結計算書類に係る会計監査報告

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認めら
　れる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含め
　た連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や
　会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・　連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報
　に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画
　し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指揮、監督及び査閲に関し
　て責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監
査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び
監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫
理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考
えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因
を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容
について報告を行う。

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 川  口 　 泰  広

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 粂  井 　 祐  介

独立監査人の監査報告書

2026年2月13日

株式会社インフォマート

取締役会　御中

有限責任監査法人トーマツ
　　　東　京　事　務　所

　

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社インフォ

マートの2025年1月1日から2025年12月31日までの第28期事業年度の計算書類、す
なわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びに
その附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認め
られる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の
状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準

拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の
監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における
職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される
規定を含む。）に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、
その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責
任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の
執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含ま
れておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではな
い。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、
通読の過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過
程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよう
な重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。

会計監査人の監査報告
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　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがある
と判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は
誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類
等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥
当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締
役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等
に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得
て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる
場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、
監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持し
て以下を実施する。
　・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重
　　要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選
　　択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
　　適切な監査証拠を入手する。
　・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するため
　　のものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適
　　切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
　・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によ
　　って行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価
　　する。
　・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるか
　　どうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を
　　生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどう
　　か結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
　　は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は
　　重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書
　　類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結
　　論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象
　　や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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　・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認め
　　られる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項
　　を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる
　　取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時
期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見
事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職
業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合
理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合
又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用してい
る場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記

載すべき利害関係はない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　以　上
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監　査　報　告　書

　当監査役会は、2025年1月1日から2025年12月31日までの第28期事業年度の

取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審

議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

(1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実

施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人か

らその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めま

した。

(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方

針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査人その他の使用人等と意思

疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下

の方法で監査を実施しました。

① 取締役会その他の重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその

職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な

決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事務所において業務及び財産の状

況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役等と

意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を

受けました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合

することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る

企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規

則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の

内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）に

ついて、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期

的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施している

かを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況に

ついて報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人

から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社

計算規則第131条に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（令

和3年11月16日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受

け、必要に応じて説明を求めました。

監査役会の監査報告
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以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細

書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個

別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、

連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について

検討いたしました。

２．監査の結果

(1)事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況

を正しく示しているものと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違

反する重大な事実は認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認め

ます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及

び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められませ

ん。

(2)計算書類及びその附属明細書の監査結果

有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3)連結計算書類の監査結果

有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

監 査 役

( 常 勤 )
宮 澤 　 等 ㊞

監 査 役 瀧 野 良 夫 ㊞
監 査 役 矢 部 芳 一 ㊞

2026年2月13日

株式会社インフォマート　監査役会

 (注) 監査役瀧野良夫及び監査役矢部芳一は、会社法第2条第16号及び第

335条第3項に定める社外監査役であります。
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株主総会参考書類

第１号議案　剰余金の処分の件

当社は、株主の皆様への利益還元を重要な経営課題と認識しており、経営成
績の向上及び財務体質の強化を図りつつ、個別業績に応じた成果の配分（基本
配当性向50.0％）を継続的に行うこと及び中間配当と期末配当の年２回の剰余
金の配当を行うことを配当政策の基本方針としております。
この基本方針に基づき、当期の期末配当金につきましては、株主還元、安定

配当の維持を踏まえ総合的に勘案した結果、１株につき３円21銭とし、次のと
おりとさせていただきたいと存じます。

(1) 配当財産の種類
金銭といたします。

(2) 配当財産の割当に関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金３円21銭　　総額726,685,142円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日
2026年３月26日
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候補者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 地 位 、 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
所 有 す る
当 社
の 株 式 数

１

き

木

 

 

むら

村

 

 

しん

慎

（1976年7月15日生）

2000年４月 株式会社菱食（現：三菱食品株式会社）入
社

2004年３月 ディーコープ株式会社入社
2007年４月 当社入社
2017年１月 当社経営企画本部　事業推進第1部　部長
2019年１月 当社事業推進・戦略営業部門　執行役員
2021年11月 株式会社Deepwork（現：株式会社invox）

社外取締役（現任）
2022年１月 当社クラウド事業推進、

事業企画・戦略営業部門　執行役員
2022年３月 当社取締役
2025年３月 当社代表取締役副社長
2026年１月 当社代表取締役社長（現任）

47,586株

（取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要）

木村 慎氏は、当社の受発注事業におけるフード業界への営業及び顧客対応の実績
のほか、幅広い業界に向けた電子請求書プラットフォームの立ち上げ・拡大を通
じて培った優れた実行力を有しております。また、クラウド事業推進部門及び事
業企画・戦略営業部門管掌執行役員として幅広い知見を活かし他社との戦略連携
及び推進に貢献してきたことから、2022年３月に取締役に就任いたしました。
取締役就任後は、当社事業についての高い知見に基づき、電子請求書事業の利用
拡大、各業界のデジタル化とホリゾンタルSaaS企画及びマーケティング全般の推
進を通じ企業成長に貢献しております。
これらの実績・知見が取締役会の意思決定に活かされることを期待し、引き続き
取締役候補者とするものです。

第２号議案　取締役９名選任の件
　取締役９名は、本総会終結の時をもって任期満了となり、取締役中島 健
氏、藤田 尚武氏、加藤 一隆氏、岡橋 輝和氏は退任されますので、新たに社外
取締役４名を含む取締役９名の選任をお願いするものであります。
　取締役候補者は次のとおりであります。
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候補者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 地 位 、 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
所 有 す る
当 社
の 株 式 数

２

むら

村

 

 

かみ

上

 

 

はじめ

肇

（1969年3月14日生）

1989年11月 東京フードサービス株式会社入社
2001年９月 テイボンフードシステム株式会社入社
2002年１月 当社入社
2009年１月 当社会員支援部　部長
2012年11月 当社経営企画本部　業務支援部　部長
2017年１月 当社営業本部　副本部長
2019年１月 当社経営企画部門　執行役員
2020年１月 当社人事・総務部門　執行役員
2022年３月 当社取締役
2024年３月 株式会社タノム　監査役
2026年１月 当社取締役副社長（現任）

175,725株

（取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要）

村上 肇氏は、当社にて顧客へのシステム導入体系を構築し、会員支援部長及び営
業本部副本部長での顧客対応の実績に加え、経営企画部門及び人事・総務部門管
掌執行役員として、多様な働き方の選択肢と人材育成等の強化、ESG・サステナビ
リティ経営推進において当社の企業価値向上に貢献してきたことから、2022年３
月に取締役に就任いたしました。
取締役就任後、当社事業についての高い知見に基づき当社事業の経営を強化して
おり、持続可能な企業成長の実現に寄与しております。
これらの実績・知見が取締役会の意思決定に活かされることを期待し、引き続き
取締役候補者とするものです。
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候補者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 地 位 、 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
所 有 す る
当 社
の 株 式 数

３

なが

長

 

 

お

尾

 

 

おさむ

收

(1960年1月27日生)

1982年４月 三井物産株式会社入社
2005年７月 株式会社ＭＶＣ

（現：三井物産グローバル投資株式会社）
代表取締役社長

2009年10月 三井物産株式会社
金融・新事業推進本部　企業投資部長

2012年４月 米国三井物産　上席副社長
米州本部業務本部長

2015年４月 株式会社ホーブ　顧問
2017年11月 当社顧問
2018年３月 当社入社　代表取締役社長
2019年３月 株式会社インフォマート

インターナショナル　董事長
2022年１月 当社取締役会長
2024年３月 株式会社タノム　取締役（現任）
2024年４月 当社取締役（現任）
2024年６月 株式会社QDレーザ　代表取締役社長
2025年６月 株式会社QDレーザ　取締役（現任）

63,124株

（取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要）

長尾 收氏は、2018年３月から2021年12月までの３年９ヶ月の間、当社社長とし
て、新型コロナ禍にも対応しつつ、成長の継続、新規事業推進、他社との資本・
業務提携実行、ガバナンス体制の強化等を主導し、当社企業価値の向上に寄与し
ました。2022年１月の会長就任以降も、新たな経営体制における当社事業発展に
対し、企業経営や戦略提携に関する経験・スキルに基づいた貢献を行い、当社経
営全般に関する実績と卓越した知見を有しております。
その実績・知見を活かし、将来に亘る当社グループの企業価値向上を期待し、引
き続き取締役候補者とするものです。

候補者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 地 位 、 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
所 有 す る
当 社
の 株 式 数

４

あら

荒

き

木

 

 

かつ

克

ゆき

往

（1971年9月14日生）
（※）

1997年12月 戸田税務会計事務所入社
2005年４月 当社入社
2012年１月 当社管理本部　経理部　部長
2019年１月 当社財務・経理部門　執行役員
2024年１月 当社財務・経理部門　上席執行役員
2026年１月 当社財務経理・IR部門　上席執行役員

（現任）

119,800株

（取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要）

荒木 克往氏は、長年にわたり当社の財務・経理部門の中核を担い、高い専門性を
有しております。IPOからプライム市場への移行に至る各フェーズにおいて、上場
企業としての経営基盤を確固たるものにするなど、当社の成長に多大なる貢献を
果たしました。
現在は、財務経理・IR部門の上席執行役員として、資本市場からの視点を経営判
断に的確に反映させることで、企業価値向上を牽引しております。同氏の高度な
専門知識と経営的視点は、当社の持続的な成長とガバナンス強化に不可欠である
と判断し、新たに取締役候補者とするものです。
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候補者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 地 位 、 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
所 有 す る
当 社
の 株 式 数

５

すぎ

杉

やま

山

 

 

だい

大

すけ

介

（1974年8月27日生）
（※）

1998年４月 エームサービス株式会社入社
2007年10月 当社入社
2013年１月 当社ASP受発注事業部部長
2016年８月 当社退社
2016年８月 Chatwork株式会社(現：株式会社kubell)

入社
2016年８月 同社セールス&マーケティング部部長
2019年11月 当社入社
2020年１月 当社フード事業部門　営業１部　部長
2021年１月 当社フード事業部門　執行役員
2024年１月 当社フード事業部門　上席執行役員
2026年１月 当社事業統括　上席執行役員（現任）

6,800株

（取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要）

杉山 大介氏は、当社の「BtoB-PF FOOD事業」及び「BtoB-PF ES事業」双方の営業
における長年の経験から、当社事業に精通し、当社経営を強化してまいりまし
た。現在は上席執行役員として全営業部門を管掌し、事業拡大を牽引しておりま
す。組織のベクトルを一つに統合し、営業体制の抜本的な再構築を完遂するな
ど、組織の立て直しにおいて多大なる成果を収めてまいりました。
経営の「攻めと守り」の両面における同氏の深い知見と実行力は、当社の適切な
監督及び中長期的な成長に向けた意思決定に不可欠であると判断し、新たに取締
役候補者とするものです。
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候補者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 地 位 、 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
所 有 す る
当 社
の 株 式 数

６

かね

兼

かわ

川

 

 

ま

真

き

紀

(1964年5月14日生)

1988年４月 株式会社日本経済新聞社入社
1996年４月 弁護士登録（現在）
2004年３月 インテグラル法律事務所設立

パートナー（現任）
2006年12月 内閣府政府広報事業評価基準等検討

委員（現任）
2011年８月 総務省独立行政法人評価委員会平和記念

事業特別基金分科会　専門委員
2012年４月 文部科学省原子力損害賠償紛争審査会

特別委員
2013年６月 日本弁護士連合会　事務次長
2013年７月 総務省独立行政法人評価委員会　委員
2013年７月 総務省平和祈念事業アドバイザリーボード

構成員（現任）
2016年４月 最高裁判所司法研修所教官（民事弁護）
2021年３月 当社社外取締役（現任）
2021年４月 東京弁護士会　副会長

-株

（社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要）

兼川 真紀氏は、法律事務所パートナーや政府系の諸委員会の要職の経験等に基づ
き、培った法務に関する専門知識とリスクマネジメントに関する高度な見識を有
しており、企業経営の実効性向上に有益な助言・提言を行い、当社の企業価値向
上に寄与しております。
また、指名報酬委員会の委員も務めており、議論の活性化や実効性の向上に貢献
しております。
候補者は、過去に社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与した経験
はありませんが、候補者が有する法務に関する専門知識とリスクマネジメントに
関する高度な見識を、当社経営の監督に活かしていただくことを期待し、引き続
き社外取締役候補者とするものです。
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候補者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 地 位 、 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
所 有 す る
当 社
の 株 式 数

７

り

李

 

 

そん

成

 

 

いる

一

（1975年11月17日生）

1998年４月 アンダーセンコンサルティング
（現:アクセンチュア株式会社）入社

2000年５月 株式会社IQ3入社
2001年６月 株式会社ラーニング・テクノロジー・

コンサルティング入社
2002年３月 株式会社エル・ティー・エス　取締役
2005年１月 同社取締役副社長
2019年５月 同社取締役副社長COO
2021年１月 株式会社イオトイジャパン　取締役
2021年３月 株式会社エル・ティー・エス

取締役副社長
2021年７月 株式会社ワクト　監査役
2022年７月 同社取締役（現任）
2023年12月 株式会社ＨＣＳホールディングス（現：

株式会社日比谷コンピュータシステム）
取締役会長

2024年３月 株式会社エル・ティー・エス
取締役副社長執行役員（現任）
当社社外取締役（現任）

2024年４月 株式会社日比谷コンピュータシステム
取締役副会長

2025年１月 株式会社エル・ティー・エス　リンク
取締役（現任）
株式会社エル・ティー・エス　ソフトウ
ェアテクノロジー　取締役（現任）
株式会社日比谷コンピュータシステム
取締役（現任）
株式会社日比谷リソースプランニング
取締役（現任）
株式会社Me-Lab Japan　取締役（現任）

-株

（社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要）

李 成一氏は、株式会社エル・ティー・エス設立に参画し、コンサルティングサー
ビスに関する業務全般の統括と事業基盤構築及びサービス競争力の強化に貢献し
たことに加え、各事業会社で要職を歴任した経験と幅広い見識から、当社への有
益な助言・指導による取締役会の実効性向上に貢献しております。
また、指名報酬委員会の委員も務めており、取締役の指名・報酬等に関する公正
性・透明性・客観性の強化に寄与しております。
客観的かつ高度な視点から、当社の経営に対する有益な助言や意見をいただくこ
とを期待し、引き続き社外取締役候補者とするものです。
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候補者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 地 位 、 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
所有する
当 社
の株式数

８

とみ

冨

た

田

 

 

なお

尚

こ

子

(1964年8月3日生)
（※）

1988年４月 三井生命保険相互会社

（現：大樹生命保険株式会社）入社

1994年１月 トーマツ／デロイト＆トウシュLLP, NY入所

1997年２月 興銀インベストメント株式会社入社

1999年12月 株式会社クレイフィッシュ

取締役最高財務責任者

2001年９月 ゼネラル・エレクトリック・インターナ

ショナル・インク入社

2003年８月 株式会社産業再生機構入社

2004年９月 株式会社オーシーシー 社外取締役

2007年４月 株式会社バンダイナムコホールディングス

エグゼクティブ・アドバイザー

2015年８月 デロイトトーマツファイナンシャル

アドバイザリー合同会社入社

2016年７月 金融庁 監督局総務課主任専門検査官 兼

監督調査室調査企画第2課長補佐

金融研究センター管理官

2019年12月 DNX Ventures Chief Financial Officer

2021年12月 株式会社WHI Holdings

社外取締役 監査等委員（現任）

2022年８月 株式会社インテリックスホールディングス

社外取締役（現任）

2024年５月 株式会社ワールド

社外取締役 監査等委員（現任）

2024年10月 Y＆N Management株式会社

代表取締役（現任）

2025年４月 嘉悦大学 大学院ビジネス創造研究科

経営経済学部 教授（現任）

-株

（社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要）

冨田尚子氏は、海外会計監査、ベンチャー投資、複数の上場企業・ベンチャーキ
ャピタルCFO、さらには産業再生機構での事業再生や金融庁でのデジタライゼーシ
ョン・Fintech関連業務など、金融・財務・事業戦略の各分野において極めて広範
かつ専門的な知見を有しております。
現在は大学教授として教育・研究に携わる傍ら、複数の上場企業において社外取
締役を務めるなど、多岐にわたる経験は、当社の取締役会における多様性と専門
性のバランスの観点から、経営への監督・助言を行うことで、持続的な企業価値
向上に大きく貢献できることを期待し、新たに社外取締役候補者とするもので
す。
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候補者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 地 位 、 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
所有する
当 社
の株式数

９

まつ

松

した

下

 

 

おさむ

修

（1961年11月27日生）
（※）

1986年10月 アーサーアンダーセンアンドカンパニー
　　　　　　入社
1998年10月 同社パートナー
2002年７月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)

代表社員
2005年７月 同法人トランザクションサービス本部

副本部長
2007年７月 株式会社KPMG FAS　パートナー
2007年７月 KPMG Japan トランザクションサービス

日本代表
2012年７月 株式会社KPMG FAS 取締役パートナー
2014年10月 KPMG Japan インダスト

リアルマニファクチャリング日本代表
2019年７月 株式会社KPMG FAS　代表取締役パートナー
2023年２月 KPMG Japan COO
2024年７月 松下修公認会計士事務所代表（現任）
2025年６月 株式会社QDレーザ　社外取締役（現任）

-株

（社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要)

松下 修氏は、KPMGにおいて長年にわたり会計監査やM&Aアドバイザリー業務に従
事し、顕著な実績を上げてきました。「財務・会計」分野の高度な専門性に加
え、当社の成長戦略に不可欠な「M&A・事業提携」における実務経験・卓越した知
見を有しております。さらに、KPMGグループにおける経営要職を歴任した経験か
ら、経営者としての高い視点を併せ持っています。同氏の参画により、取締役会
の議論を活性化させ、中長期的な企業価値向上に寄与いただくことを期待し、新
たに社外取締役候補者とするものです。

（注）１. （※）は新任取締役候補であります。
２. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
３. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員
　　等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要
　　は、事業報告の役員等賠償責任保険契約の内容の概要に記載のとお
　　りです。取締役候補者９名の選任が承認されますと、当該保険契約
　　の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約は次
　　回更新時においても同内容での更新を予定しております。
４. 兼川 真紀氏、李 成一氏、冨田 尚子氏及び松下 修氏は、社外取締
　　役候補者であります。
５. 当社は、株式会社東京証券取引所に対し、兼川 真紀氏、李 成一氏
　　を独立役員として届け出ております。
６. 当社は、株式会社東京証券取引所に対し、冨田 尚子氏及び松下 修
　　氏の選任が承認可決された場合は、各氏を独立役員として届け出る
　　予定であります。
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７. 社外取締役候補者とした独立性は次のとおりであります。
　① 社外取締役候補者は、過去10年間に当社又は当社の特定関係事業者
　　 の業務執行者となったことはありません。
　② 社外取締役候補者は、当社又は当社の特定関係事業者から多額の金
　　 銭その他の財産(取締役としての報酬を除く)を受ける予定はなく、
　　 また過去２年間に受けていたこともありません。
　③ 社外取締役候補者は、当社又は当社の特定関係事業者の業務執行者
　　 の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者ではありませ
　　 ん。
８. 兼川 真紀氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役
　　としての在任期間は、本総会終結の時をもって５年となります。李
　　成一氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役とし
　　ての在任期間は、本総会終結の時をもって２年となります。
９. 当社は、兼川 真紀氏及び李 成一氏との間で責任限定契約を締結し
　　ており、各氏の再任が承認された場合、当該契約を継続する予定で
　　あります。その責任限定契約の内容の概要は、次のとおりでありま
　　す。
　　社外取締役が任務を怠ったことにより当社に損害を与えた場合は、
　　社外取締役がその職務を行うにあたり、善意でかつ重大な過失がな
　　いときは、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度とし
　　て当社に対し損害賠償責任を負う。
10. 当社は、冨田 尚子氏及び松下 修氏の選任が承認可決された後、各
　　氏と責任限定契約を締結する予定であります。その責任限定契約の
　　内容の概要は、次のとおりであります。
　　社外取締役が任務を怠ったことにより当社に損害を与えた場合は、
　　社外取締役がその職務を行うにあたり、善意でかつ重大な過失がな
　　いときは、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度とし
　　て当社に対して損害賠償責任を負う。
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第３号議案　監査役の金銭報酬上限額改定の件

　当社の監査役の金銭報酬上限の総額は、2005年３月29日開催の第７期定時株主

総会において、年額30,000千円以内とご承認いただき今日に至っております。

　現行の報酬金額の承認より約20年経過いたしましたが、事業規模の拡大及びグ

ループ経営の進展に伴い、監査対象は広範かつ複雑化しております。また、コー

ポレートガバナンス強化への社会的要請が高まるなか、監査役が果たすべき役割

は一層重要性を増しており、その職務内容は高度化しております。

　昨今の社会情勢、他社の報酬水準との均衡を総合的に勘案し、今後も優れた監

査体制を維持・確保するため、この度監査役の報酬上限の総額を「年額40,000千

円以内」に改定することをお願いするものであります。

　なお、現在の当社の監査役は３名（うち社外監査役２名）であります。
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氏　名

主な専門性・経験分野

企業経営

ガバナンス

法務・

リスク

マネジ

メント

財務・

会計

IT・

テクノ

ロジー

投資事業

提携

ESG・

サステナ

ビリティ

取

締

役

木村　 慎 〇 〇 〇 〇

村上　 肇 〇 〇 〇 〇

長尾　 收 〇 〇 〇 〇 〇

荒木　克往 〇 〇 〇 〇

杉山　大介 〇 〇 〇

兼川　真紀 〇 〇 〇

李 　成一 〇 〇 〇 〇 〇

冨田　尚子 〇 〇 〇 〇

松下　 修 〇 〇 〇 〇

監

査

役

宮澤　 等 〇 〇

瀧野　良夫 〇 〇 〇

矢部　芳一 〇 〇 〇 〇 〇

【ご参考】
取締役及び監査役のスキル・マトリックス（※候補者を含む）

　※本年度は、新任取締役の選任及び取締役会の役割分担の見直しに伴い、

　　スキル・マトリックスの項目を一部変更しています。

　※スキル・マトリックスは原案可決後の内訳となります。

以上
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地図

株主総会会場ご案内図

〒105－0013　東京都港区浜松町二丁目３番１号

日本生命浜松町クレアタワー　５階

浜松町コンベンションホール「メインホールＡ」

地下鉄：大門駅（都営浅草線・都営大江戸線）Ｂ５出口　直結

JR京浜東北線・山手線：浜松町駅北口　徒歩２分

モノレール：浜松町駅（北口）　徒歩２分

浜崎橋
ＪＣＴ

旧芝離宮
恩賜庭園

Ｂ５出口

北口

南口

大門
モ
ノ
レ
ー
ル

浜崎橋
ＪＣＴ

首
都
高
速

Ｊ
Ｒ
浜
松
町
駅

大
門
駅

世界貿易
センタービル
（建替中）

都営大江戸線

文化
放送

至
品
川

日本生命浜松町クレアタワー５階

交番

世界貿易
センタービル前

浜松町コンベンションホール

「メインホールA」

都
営
浅
草
線

　※駐車場の用意はございませんので、お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申し上

げます。
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